
 

 名古屋市開発行為の許可等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布 

する。 

  

  

 

  令和 8 年 3 月31 日 

   

 

                 名古屋市長  広  沢  一  郎 

 

 

 

 

 

   名古屋市開発行為の許可等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 名古屋市開発行為の許可等に関する条例（平成14年名古屋市条例第14号）の

一部を次のように改正する。 

第18 条第 1 号ア (ｱ)  中「 8,600   円」 を「 9,900   円」 に改め、 同号ア (ｲ)  中「 

22,000   円」 を「 25,000   円」 に改め、 同号ア (ｳ)  中「 43,000   円」 を「 50,000   円」  

に改め、 同号ア (ｴ)  中「 86,000   円」 を「 99,000   円」 に改め、 同号ア (ｵ)  中「  

130,000    円」 を「 150,000    円」 に改め、 同号ア (ｶ)  中「 170,000    円」 を「  

196,000    円」 に改め、 同号ア (ｷ)  中「 220,000    円」 を「 253,000    円」 に改め、  

同号ア (ｸ)  中「 300,000    円」 を「 345,000    円」 に改め、 同号イ (ｱ)  中「 13,000    

円」 を「 15,000   円」 に改め、 同号イ (ｲ)  中「 30,000   円」 を「 35,000   円」 に改め、 

同号イ (ｳ)  中「 65,000   円」 を「 75,000   円」 に改め、同号イ (ｴ)  中「 120,000    円」 

を「 138,000    円」 に改め、 同号イ (ｵ)  中「 200,000    円」 を「 230,000    円」 に改 

め、同号イ (ｶ)  中「 270,000    円」 を「 311,000    円」 に改め、 同号イ (ｷ)  中「  

340,000    円」 を「 391,000    円」 に改め、同号イ (ｸ)  中「 480,000    円」 を「  

名古屋市条例第46号



552,000    円」 に改め、同号ウ (ｱ)  中「 86,000   円」 を「 99,000   円」 に改め、 同号 

ウ (ｲ)  中「 130,000    円」 を「 150,000    円」 に改め、同号ウ (ｳ)  中「 190,000    円」  

を「 219,000    円」 に改め、 同号ウ (ｴ)  中「 260,000    円」 を「 299,000    円」 に改

め、 同号ウ (ｵ)  中「 390,000    円」 を「 449,000    円」 に改め、 同号ウ (ｶ)  中「  

510,000    円」 を「 587,000    円」 に改め、 同号ウ (ｷ)  中「 660,000    円」 を「  

759,000    円」 に改め、 同号ウ(ｸ)中「 870,000    円」 を「 1,001,000     円」 に改め、 

同条第 2 号中「 870,000    円」 を「 1,001,000     円」 に改め、 同号ウ中「 10,000   円」  

を「 12,000   円」 に改め、 同条第 3 号中「 46,000   円」 を「 53,000   円」に改め、 同

条第 4 号中「 26,000   円」 を「 30,000   円」 に改め、 同条第 5 号ア中「 6,900   円」 

を「 8,000   円」 に改め、 同号イ中「 18,000   円」 を「 21,000   円」 に改め、 同号ウ

中「 39,000   円」 を「 45,000   円」 に改め、 同号エ中「 69,000   円」 を「 79,000   円」 

に改め、 同号オ中「 97,000   円」 を「 112,000    円」 に改め、 同条第 6 号ア中「  

1,700   円」 を「 1,900   円」 に改め、 同号イ中「 2,700   円」 を「 3,000   円」 に改

め、 同号ウ中「 17,000   円」 を「 19,000   円」 に改め、 同条第 7 号中「 470  円」 を

「 550  円」 に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和 8 年10 月 1 日から施行する。 


